
 

令 和 ６ 年 ３ 月 ８ 日 

九 州 地 方 整 備 局 

長崎河川国道事務所 

 

「第２回ほこみち長崎未来検討委員会」を開催します 
 

 

 

 

 

 

○今回、「関係者へのヒアリング調査結果」や「道路交通状況」などについて議論す

るため、下記のとおり、ほこみち長崎未来検討委員会を開催しますので、お知らせ

します。 

 

（参考） 

○国土交通省では、道路法の一部を改正する法律（令和２年５月２７日交付、１１月

２５日施行）により、賑わいのある道路空間創出のための道路の指定制度として、

歩行者利便増進道路（ほこみち）制度を創設しました。 

 

 

記 

 

１．開催日時 ：令和６年３月１１日（月）１５：００～ 

２．開催場所 ：長崎市尾上町１番１号 

     JR長崎駅ビル・オフィス５階 カンファレンスルーム５－１ 
     ※天候次第によっては、日程及び会議の方法を急遽変更する場合がございます。 

３．委  員 ：別紙―１の通り 

４．会議の取材については冒頭部分のみとさせていただきます。 

     ※会議終了後、取材の時間を設けております。 

 

 

【問合せ先】：国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所 

技術副所長  児
こ

玉
だま

 祐
ゆう

一
いち

    計画課長  小
こ

柳
やなぎ

 誠
まこと

 

（代表）電話：095-839-9211 （直通）電話：095-839-9861  

FAX：095-839-9648 

歩行者利便増進道路（通称：ほこみち）に指定された、国道３４号長崎県長

崎市桜町～万才町の区間（Ｌ＝７４９．３ｍ）において、賑わいのある道路空

間を創出し、地域の活性化に資する道路の魅力的な活用を実施していくため、

ほこみち長崎未来検討委員会にて議論します。 

 



歩行者利便増進道路（ほこみち）制度

・“歩⾏者利便増進道路（通称；ほこみち）”は、「地域を豊かにする歩⾏者中⼼の道路空間
の構築」を⽬指すものであり、歩⾏者の安全かつ円滑な通⾏及び利便の増進を図り、快適
な⽣活環境の確保と地域の活⼒の創造に資する道路を指定するものです。

・道路法等の⼀部を改正する法律（R2.5.27公布、R2.11.25施⾏）により、賑わいのある道
路空間を構築するための道路の指定制度を創設しました。

【構造基準に関する特徴（メリット）】
・⾞線を減らして歩道を拡げるなどして、歩道等の中に（通⾏区間とは別に）
歩⾏者の滞留・賑わい空間を定めることが可能となります。
※道路構造の変更がなくても、ほこみちは指定可能です



歩行者利便増進道路（ほこみち）指定区間
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・道路管理者：九州地⽅整備局
・路線名：⼀般国道３４号
・場所：⻑崎県⻑崎市桜町6番2から

同市万才町5番6まで
・指定⽇：令和５年４⽉２８⽇
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